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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和2年2月6日(2020.2.6)

【公開番号】特開2019-87980(P2019-87980A)
【公開日】令和1年6月6日(2019.6.6)
【年通号数】公開・登録公報2019-021
【出願番号】特願2017-217359(P2017-217359)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   7/18     (2006.01)
   Ｇ０８Ｇ   1/16     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ    7/18     　　　Ｊ
   Ｇ０８Ｇ    1/16     　　　Ｃ
   Ｂ６０Ｒ    1/00     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月18日(2019.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（１）に搭載される表示処理装置（５）であって、
　前記車両に搭載される複数の撮像装置（２ａ～２ｄ）から、前記車両の周辺を撮像した
撮像画像を取得するように構成された取得部（５１）と、
　最新の撮像時点での前記撮像画像に基づき、前記車両の室内における第１の視点から見
た画像である第１の変換画像を生成するように構成された第１の生成部（５２）と、
　前記車両の変位を算出するように構成された算出部（５３）と、
　少なくとも前記車両の進行方向を判定する判定部（Ｓ４１，Ｓ４３，Ｓ４５）と、
　前記判定部によって判定された少なくとも前記車両の進行方向に基づいて少なくとも１
つの選択撮像装置を前記複数の撮像装置から選択する選択部（Ｓ４２，Ｓ４４，Ｓ４６，
Ｓ４７）と、
　前記少なくとも１つの選択撮像装置の前記最新の撮像時点よりも前に撮像された前記撮
像画像と、前記変位と、に基づき、前記最新の撮像時点での前記第１の視点から見た画像
であって車両下を含む領域の画像である第２の変換画像を生成するように構成された第２
の生成部（５４）と、
　前記第１の変換画像と前記第２の変換画像とを合成した表示用画像を、前記車両の乗員
が視認可能な表示装置に表示させるように構成された表示処理部（５８）と、
　を備える、表示処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示処理装置であって、
　前記第２の生成部は、
　前記撮像画像を、前記車両の上方における第２の視点から見たトップビュー画像に変換
するように構成された第１の変換部（５５）と、
　前記少なくとも１つの選択撮像装置の撮像時点が互いに異なる複数の前記トップビュー
画像を合成した履歴合成画像を生成する合成部（５６）と、
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　前記履歴合成画像を、前記第１の視点から見た画像に変換することで、前記第２の変換
画像を生成するように構成された第２の変換部（５７）と、
　を備える、表示処理装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の表示処理装置であって、
　前記判定部は、前記車両の舵角方向を更に判定し、
　前記選択部は、前記判定部によって判定された前記車両の舵角方向に基づいて前記少な
くとも１つの選択撮像装置を２つ以上前記複数の撮像装置から選択する操舵角度の範囲を
有する、表示処理装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の表示処理装置であって、
　前記表示処理部は、前記表示用画像における前記第１の変換画像では埋まらない領域の
全部を埋める前記第２の変換画像が生成されるまでは、前記第２の変換画像に代えて所定
の背景画像を合成した前記表示用画像を前記表示装置に表示させるように構成される、表
示処理装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の表示処理装置であって、
　前記表示処理部は、前記表示用画像における前記第１の変換画像では埋まらない領域の
少なくとも一部を埋める前記第２の変換画像が生成されるまでは、前記第２の変換画像に
代えて所定の背景画像を合成した前記表示用画像を前記表示装置に表示させ、前記第２の
変換画像が生成された場合、前記所定の背景画像の少なくとも一部に代えて前記第２の変
換画像を合成した前記表示用画像を前記表示装置に表示させるように構成される、表示処
理装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の表示処理装置であって、
　前記表示処理部は、前記第１の変換画像と前記第２の変換画像とを識別可能な態様で前
記表示用画像を前記表示装置に表示させるように構成される、表示処理装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の表示処理装置であって、
　前記表示処理部は、前記第２の変換画像の輝度を低く調整した前記表示用画像を前記表
示装置に表示させるように構成される、表示処理装置。
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